
相　
　

談

就　
　

職

くらしの情報

募　
　

集

イ
ベ
ン
ト

お
知
ら
せ

■
相
談
番
号（
フ
リ
ー
ダ
イ
ヤ
ル
）

　

☎
０
１
２
０（
７
８
３
）５
５
６

■
相
談
内
容

　

自
殺
予
防
相
談

■
問
い
合
わ
せ
先

　

栃
木
い
の
ち
の
電
話
事
務
局

　
（
月
〜
金
曜
日
午
前
９
時
〜
午

後
５
時
）

　

☎
０
２
８（
６
２
２
）７
９
７
０

借
金
で
悩
ん
で
い
ま
せ
ん
か
？

　

返
済
困
難
、
家
族
の
借
金
な
ど

専
門
の
相
談
員
が
丁
寧
に
お
話
を

伺
い
ま
す
。
電
話
ま
た
は
面
談
に

て
相
談
を
無
料
で
受
け
付
け
ま
す
。

秘
密
は
厳
守
し
ま
す
。

■
相
談
受
付
時
間

　

平
日

　

午
前
８
時
30
分
〜
午
後
５
時

■
相
談
・
問
い
合
わ
せ
先

　

財
務
省
関
東
財
務
局
宇
都
宮
財

務
事
務
所

　

☎
０
２
８（
６
３
３
）６
２
９
４

栃
木
い
の
ち
の
電
話

相
談
員
養
成
講
座
説
明
会

開
催

　

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
電
話
相
談
員
の

養
成
講
座
を
募
集
し
ま
す
。
興
味

の
あ
る
方
は
も
ち
ろ
ん
、「
い
の

ち
の
電
話
っ
て
何
？
」
と
思
わ
れ

て
い
る
方
、
作
り
出
せ
ば
少
し
時

間
的
に
余
裕
の
あ
る
方
は
説
明
会

に
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

■
日
時

　

11
月
18
日
㈯
、

　

12
月
９
日
㈯

　

午
前
10
時
30
分
〜

■
会
場　

と
ち
ぎ
福
祉
プ
ラ
ザ

■
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
先

　

栃
木
い
の
ち
の
電
話
事
務
局

　
（
月
〜
金
曜
日
午
前
９
時
〜
午

後
５
時
）

　

☎
０
２
８（
６
２
２
）７
９
７
０

フ
リ
ー
ダ
イ
ヤ
ル
「
自
殺

予
防
い
の
ち
の
電
話
」

　

毎
月
10
日
は
「
い
の
ち
の
電
話

フ
リ
ー
ダ
イ
ヤ
ル
の
日
」
と
し
て

無
料
で
自
殺
予
防
相
談
を
行
っ
て

い
ま
す
。

■
相
談
受
付
時
間

　

毎
月
10
日
午
前
８
時
〜
11
日
午

前
８
時
の
24
時
間

失
業
し
た
労
働
者
の
生
活
の
安
定

と
再
就
職
を
促
進

　

雇
用
保
険
は
労
働
者
が
失
業
し

た
場
合
に
失
業
給
付
金
の
支
給
を

行
い
、
失
業
し
た
労
働
者
の
生
活

の
安
定
と
再
就
職
を
促
進
し
、
併

せ
て
労
働
者
の
福
祉
の
増
進
を
図

る
た
め
の
事
業
を
行
う
制
度
で
、

保
険
給
付
は
公
共
職
業
安
定
所
で

行
っ
て
い
ま
す
。

労
働
者
を
使
用
す
る
事
業
主
は
加

入
す
る
こ
と
が
義
務
づ
け
ら
れ
て

い
ま
す

　
「
労
働
保
険
」
は
労
災
保
険
法

と
雇
用
保
険
法
の
規
定
に
よ
り
、

労
働
者
を
使
用
す
る
事
業
主
は
、

加
入
す
る
こ
と
が
義
務
づ
け
ら
れ

て
い
ま
す
の
で
、
ま
だ
加
入
手
続

き
を
さ
れ
て
い
な
い
事
業
主
は
最

寄
り
の
労
働
基
準
監
督
署
ま
た
は

公
共
職
業
安
定
所
で
加
入
手
続
を

し
て
く
だ
さ
い
。

■
問
い
合
わ
せ
先

　

栃
木
労
働
基
準
監
督
署

　

☎
０
２
８
２（
24
）７
７
６
６

　

栃
木
公
共
職
業
安
定
所

　

☎
０
２
８
２（
22
）４
１
３
５

　

小
山
公
共
職
業
安
定
所

　

☎
０
２
８
５（
22
）１
５
２
４

■
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
先

　

県
医
療
政
策
課

　

☎
０
２
８（
６
２
３
）３
０
８
５

11
月
は
労
働
保
険
適
用
促

進
強
化
期
間
で
す

　

労
働
保
険
と
は
、
労
災
保
険
と

雇
用
保
険
と
を
総
称
し
た
も
の
で

保
険
給
付
は
そ
れ
ぞ
れ
別
個
に
行

わ
れ
ま
す
。

労
災
保
険
給
付
に
要
し
た
費
用

の
一
部
を
徴
収
す
る
こ
と
も
あ

り
ま
す

　

労
災
保
険
は
、
労
働
者
が
業
務

上
ま
た
は
通
勤
途
上
で
負
傷
し
た

場
合
、
あ
る
い
は
不
幸
に
も
死
亡

さ
れ
た
場
合
に
労
災
保
険
法
の
規

定
に
よ
り
、
負
傷
し
た
労
働
者
ま

た
は
遺
族
に
対
し
補
償
を
行
う
も

の
で
、
保
険
給
付
は
労
働
基
準
監

督
署
で
行
っ
て
お
り
ま
す
。

　

な
お
、
事
業
主
が
故
意
ま
た
は

重
大
な
過
失
に
よ
り
労
災
保
険
の

保
険
関
係
成
立
届
を
提
出
し
て
い

な
い
期
間
中
に
労
働
災
害
が
生
じ
、

労
災
保
険
給
付
を
行
っ
た
場
合
、

遡
及
し
て
労
働
保
険
料
を
徴
収
す

る
ほ
か
労
災
保
険
給
付
に
要
し
た

費
用
の
一
部
を
徴
収
す
る
こ
と
と

な
っ
て
い
ま
す
。

し
ら
さ
ぎ
祭
を
開
催
し
ま
す

　

児
童
生
徒
に
よ
る
演
技
発
表
、

学
習
発
表
や
作
業
製
品
の
即
売
、

模
擬
店
等
を
行
い
ま
す
。
ど
う
ぞ

お
越
し
く
だ
さ
い
。

■
日
時

　

11
月
25
日
㈯

　

午
前
９
時
30
分

　
　
　
　
　
　

〜
午
後
２
時
30
分

■
会
場

　

県
立
栃
木
特
別
支
援
学
校

■
問
い
合
わ
せ
先

　

県
立
栃
木
特
別
支
援
学
校

　

☎
０
２
８
２（
24
）７
５
７
５

医
療
安
全
講
習
会
開
催

　
「
上
手
な
病
院
の
か
か
り
方
に

つ
い
て
講
演
し
ま
す
」
と
題
し
て

医
療
安
全
講
習
会
を
行
い
ま
す
。

■
日
時

　

12
月
６
日
㈬

　

午
後
３
時
〜
４
時
15
分

■
会
場

　

栃
木
県
総
合
文
化
セ
ン
タ
ー

■
講
師

　

医
師
・
医
学
博
士

　

髙
橋
宏
和
氏
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